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「組織等の概要、取組の特徴」及び「意見・要望」 

法人名 たがわのうさん 

株式会社 田川農産 

氏名（肩書き） たがわ みきお 

 田川 幹雄   （代表取締役） 

所在地 福井県 あわら市 

経営の概要 経営面積：107ha（水稲：44ha、六条大麦：23ha、大豆：16ha、そば：24ha） 

役員：２名 

従業員数：３人（うち常雇：３人）、臨時雇用(６人) 

※６次産業化(大豆で製茶業者と連携、生産部門担当)、都市農村交流(各

種視察受入)、食育(小学校、保育園農業体験)どろんこ教室、ブドウ収穫

体験、高校生インターンシップ受入。

取組の特徴  経営面積の約３割を中山間地域で営農(水稲、麦、そば)。請負集落は水

源確保が困難・ほ場区画は小さく効率が上がらない。 

中山間地域では、湿田及び獣害により水稲・畑作物の収量が不安定。課

題解決には基盤整備等が有効と考えている。 

また、集落の地権者と協議して農地の維持と保全に取り組んでいる。 

今後の展開  農業離れによる全面請負が増加傾向のため、機械・設備は作付面積に応

じた投資を計画している。 

 経営面積については、やみくもに規模拡大するのではなく、効率性の向

上、安定収量で経営安定を図っていきたい。 

 また、会社型経営に取組み、外部(親族以外)からの従業員への継承を計

画した人材育成を行って営農の継続を行う。 

意見・要望 ○【条件不利地の拡充・基盤整備による農地確保】

営農エリアは、中山間直接支払制度に該当できない場所のため、農地

を維持するためには、特例として対象地域に認定できる制度の拡充(直

払以外の導入)や水源確保と小区画が課題となっているため基盤整備等

をお願いしたい。

また、多面的機能支払制度による集落活動の徹底(耕作する地区で未

実施あり)と耕作者負担軽減を要望。具体的には、地権者が管理する部

分と耕作者が管理する部分のミシン目を明確にしてほしい。

○【鳥獣害対策】

耕作地の中で柵の設置に関して人手が足らない。また、集落境の対策

など地域一体となった取組や業者による施工等の検討をお願いしたい。 

○【後継者の確保】

会社型化し福利厚生の充実、サラリーマン水準の給与体系で確保を行

っている。生産工程の中で若者が仕事として定着できる環境づくりが必

要。
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